
住宅リフォーム事業者団体登録制度に
おける各団体の取組み



一般社団法人日本塗装工業会（日塗装）

令和６年１２月時点



0.団体概要（組織体制）

・一般社団法人日本塗装工業会（日塗装）

・昭和34年5月18日 設立

・初回登録 平成27年5月18日
・所在地：東京都渋谷区鶯谷町19-22塗装会館3階
連絡先：03-3770-9980
・主に請け負う工事

マンション共用部修繕

構造・防水含む戸建てリフォーム工事

・団体への入会基準

建設業の許可（塗装工事）必須。

現会員2者の推薦を得たうえでの総合判断。

＜団体概要＞

昭和24年任意団体として発足。昭和34年法人化。
技術・技能の研鑽、職場の安全推進や環境への配慮、企業経営の進歩改善等に取り組む。

昭和36年建設業者団体として届出
平成20年登録建設塗装基幹技能者 講習時実施j機関として登録
平成24年一般社団法人へ移行
平成27年 住宅リフォーム事業者団体登録制度 国土交通大臣登録

令和2年 CCUS建設塗装技能者の能力評価策定

主な事業 全国建築塗装技能競技大会、耐火塗料塗装施工技術協会、登録建設塗装基幹
技能者講習、トップリーダー育成研修、けんせつ女子ビューティーセミナー等



１.構成員に対する研修その他の人材育成

<人材育成計画>

開催頻度概要タイトルNo.

1回/年
（参加任意

※修了者には
“優良リフォー
ム会員認定証”
を交付）

経営者、現場管理者、営業担当者、瑕疵保険等の業務の担当者
などを対象に毎年、全国の会場やｅラーニングにより研修を開催
しています。研修内容は以下のようなテーマで毎年資質向上を重
ねる研修として実施しています。

実施例
・住宅リフォーム事業者団体登録制度の概要
・事例による雨漏り対策セミナー
・瑕疵保険団体検査員講習
・お客様の心をつかむ塗装改修とは
・塗装のトラブル・クレーム事例研究
・改正民法への対応
・石綿則、大防法改正のポイント 等々

住宅リフォーム
研修
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１.構成員に対する研修その他の人材育成

<人材育成計画>

開催頻度概要タイトルNo.

1回/年

お客様から高く評価されたリフォーム
工事、優秀な技術・技能により施工さ
れたリフォーム工事を称える表彰を実
施しています。会員の施工能力向上
のインセンティブとお客様に対するPR
として始めたもので、昨年第７回を実
施しました。

受賞者にはトロフィーとロゴマークを
贈呈しています。

リフォームアワード2



１.構成員に対する研修その他の人材育成

<人材育成計画>

開催頻度概要タイトルNo.

1回/年

色彩計画に優れた設計者を表彰する
コンペティションを開催しています。

会員に限らず応募可で、新築、改修、
戸建て改修、内装の４部門で実施。

(一社)日本塗装工業会、日本塗料商
業組合、(一社)日本塗料工業会 ３団
体の共催です。

グッドペインティングカ
ラー
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2.相談窓口の体制等

・連絡先：03-3770-9902

・対応時間 午前10時から午後5時まで

(土、日、祝日及び夏季休暇、年末年
始を除く)

【相談窓口の体制】

事務局職員７名で一次対応。

塗装の専門的な内容、契約トラブルなどについては専務理事が代わって対応し
ています。

事実確認が必要な場合、直接事業者または各地にある支部を通して内容を確
認し、会員事業者の対応に問題があれば支部長を通じて是正を求めています。

電話応対にあたり、ヒアリングシートを策定。相談者属性、工事内容などを可能
な範囲で記録。支部を通した事実確認、要請においては「本部⇔支部連絡票」を
活用し、問題解決に導くようにしています。



3.構成員の状況

・構成員の数 942者

（令和6年6月30日時点）

・構成員の受けている許可等

建設業許可（塗装工事）

<構成員の状況>



4.構成員の業務の適性実施のための取組み

・構成員の行う住宅リフォーム事業に関し、第十二条に掲
げる事項を遵守させるための取組み

【研修実施時】

• 毎年実施する住宅リフォーム研修において、住宅リフォーム事業者団体登録制度
の内容については、必ず取り上げることにしています。

• 特に必要とされる工事で瑕疵保険に加入しなかったり、お客様から書面で瑕疵保
険不加入の同意書をいただかなった場合には構成員から除名されることを説明し
ています。

• 瑕疵保険の取り扱いを含む小テストを実施し、所定の点数に満たない場合は合
格するまで再テストを実施しています。

【調査実施時】

• 「瑕疵保険不加入の同意書」のテンプレート（リ推協作成 「概要説明書 確認
シート」に基づく）を同封し、活用を促している。

【その他】

• 住宅あんしん保証と「認定品質」瑕疵保険を締結しており、一般より低廉な保険料
で瑕疵保険が利用できる環境を整えています。



5.構成員に関する情報の公表状況

・構成員の行う住宅リフォーム工事の実績

・団体が行う研修の受講状況

・その他の住宅居住者等の利益の保護に資する情報

・上記３項目の公表状況

現時点では公表していません。今後検討してまいります。


